教職員の負担軽減に関する項目
支援学校の種別や設備により必要な対策が異なることから、各校に応じた腰痛症及び頸肩腕症の予防対策に努めていただけるよう、引き続き支援していくとともに、関係課と連携し、職場環境の改善にも努めてまいる。
府立学校安全衛生協議会腰痛・頚肩腕症部会で協議を重ね、より効果的な対策等の周知、各校の実情に応じた腰痛予防に取り組むよう働きかけ、腰痛予防検診の実施に併せて、公立学校共済組合大阪支部とも連携して取り組んでいる。
来年度より肢体不自由校のうち数校を対象として、福祉用具の「床走行式介護リフト」をリースし、教職員の腰痛予防対策として活用頂き、その実用性を検証する事業を実施予定である。検証事業の詳細については、令和６年度当初頃にお示しする予定でである。
今後も関係課と連携し、職場環境の改善にも努め、支援学校への腰痛予防に関する取り組み、負担軽減に努めてまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
大阪府教育庁が行っている腰痛予防検診は、法的実施義務のある検診ではないが、支援学校に勤務する教職員の間に多発傾向にある腰痛問題に対処するために行っている。
この検診は、腰痛に関するスクリーニング検査として実施しており、腰痛の予防と早期発見に努め、教職員の健康の保持増進を図るために技術職員のうち校務員を除く、支援学校のすべての常勤職員を対象としている。
一次検診はアンケートの提出であるため、検診を希望される教職員がもれなく受診いただけるように、健康診断説明会等を通じて、腰痛予防検診の実施手順や趣旨等について、管理職へ周知徹底している。
来年度についても、教職員の腰痛予防に向けて、本年度の検診状況を踏まえ適切に実施してまいる。
また、公立学校共済組合大阪支部が行っている「腰痛予防講座」もご利用頂き、腰痛予防・悪化防止に役立てて頂きたいと考えている。

教職員の勤務条件に関する項目
府立学校における働き方改革をすすめるため、令和５年４月からグループウエア等を活用した校務運営の効率化の取組及び週１回以上の全校一斉定時退庁日の取組を開始した。また、令和５年９月よりデジタル採点の取組を開始した。
さらに、今年度の夏季休業期間に、府立学校及び教員を対象に働き方改革の取組状況や基本的な業務量を把握するためのアンケート調査を実施し、教員の勤務状況に関するデータを取りまとめて公表した。
この結果、在校等時間が長い教員ほど授業の準備・評価や部活動に従事する時間が長いこと、また、教員は会議や各種の調査等に関する業務を精選すべきであると考えていることなどが分かった。
今後アンケート結果の分析をすすめ、府立学校における課題を把握するとともに、これに対応する取組を検討し、更なる働き方改革をすすめてまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
教職員の配置については、標準法に基づき、学級数に応じて措置することを基本にするとともに、障がいの重度重複化への対応や、障がいの種別に応じた指導の充実などを図るため、それぞれの学校の状況を踏まえて、教員の加配措置を行っている。
今後とも、支援学校における教育水準や教育課題への対応等を踏まえつつ、法令に基づく定数を確保していく中で、適正な教員配置に努めてまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
府立支援学校において、令和２年度から、各校にスクールサポートスタッフを配置し、新型コロナウイルス感染症防止体制を確保してきた。
令和５年５月に新型コロナウイルス感染症が、法律上、５類感染症に移行され、国において、特段の感染症対策を講じる必要はないと示されたことから、次年度以降は感染症対策として配置したスクールサポートスタッフの継続は予定していない。

教職員の負担軽減に関する項目
「特別支援学校設置基準」は、在籍者数の増加により慢性的な教室不足が続いている特別支援学校の教育環境を改善する観点から、令和３年９月に制定された。
同基準は、特別支援学校を設置するために必要な最低限の基準が定められ、また、地域の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾力的かつ大綱的な規定とされており、基準策定以前に設置されている学校については、当分の間、従前の例によることができるとされていますが、可能な限り速やかに基準を満たすこととなるよう努めることが規定されている。
現在、同基準の適合状況等を踏まえ、知的障がい支援学校の教育環境の改善に向けた、所要の検討を進めている。
また、教室不足の解消に向けた取組みを支援するため、国庫補助の算定割合を引き上げている「集中取組期間」の延長や、設置基準に適合させるための一層の財政的支援について、国に対し、要望を行っており、引き続き、様々な機会を捉えて、要望してまいる。

職場環境の改善に関する項目
知的障がいのある児童生徒の増加への対応については、令和２年１０月に、「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」を策定し、公表した。
同基本方針に基づき、令和６年４月開校予定の出来島支援学校の整備や、生野支援学校の大阪わかば高校敷地内への移転併設に向けた基本設計を進めている。
また、令和３年９月に公布された「特別支援学校設置基準」の適合状況等を踏まえ、豊能地域や大阪市北東部における新校整備の取組みを進めているほか、知的障がい支援学校の教育環境の改善に向けた、所要の検討を進めている。

教職員の負担軽減に関する項目
現在、令和３年９月に公布された「特別支援学校設置基準」の適合状況等を踏まえ、豊能地域や大阪市北東部における新校整備に着手したところであり、その他の地域においても、児童生徒数の動向や、現在着手済みの新たな支援学校の開校により想定される効果も踏まえ、教育環境の改善に向けた検討を進めている。

教職員の負担軽減に関する項目
現在、令和３年９月に公布された「特別支援学校設置基準」の適合状況等を踏まえ、豊能地域や大阪市北東部における新校整備に着手したところであり、その他の地域においても、児童生徒数の動向や、現在着手済みの新たな支援学校の開校により想定される効果も踏まえ、教育環境の改善に向けた検討を進めている。
また、府立支援学校の通学区域割については、関係する市町村教育委員会や学校から意見を聴くとともに、各学校の施設規模や児童生徒数、通学バス乗車時間等を考慮しながら、よりよい通学環境となるよう、検討してまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
府立支援学校においては、医療的ケアが必要な児童生徒等が在籍するすべての学校に、看護師を配置している。
臨時技師（看護師）については、各学校からの要望や医療的ケアの現状を踏まえ、平成28年度から配置を開始し、放課後の業務や泊を伴う行事にも対応することが可能である。
令和元年度からは、国の切れ目ない支援体制整備充実事業補助金を活用した通学支援校内体制整備看護師を学校の状況等に応じて配置し、校内体制の充実に努めている。
学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行により、学校教育法施行規則に、学校において医療的ケアを実施する看護師の名称及び職務内容が規定されたものの、看護師の定数化を図る改正は行われておらず、引き続き、看護師の標準法定数内配置の義務付けを強く国へ要望してまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
府立支援学校における給食調理業務については、障がいの状況に応じた段階食や多様なメニューの提供が行えるよう調理時に集中的な人員配置を行うことなど柔軟な体制による運営により学校給食の充実を図るため民間委託を実施している。
令和６年３月からの調理業務委託を開始する入札において、これまでの受託業務の履行状況など技術面を評価する総合評価一般競争入札を採用することとした。
現時点で資格要件などを令和元年８月業務開始の要件にもどすことは考えていないが、技術面を評価する総合評価一般競争入札の導入により、より安定的な学校給食の供給を行えるものと考えている。
調理業務委託にあたっては、契約業務の開始から給食開始までの間に準備・確認すべき消耗品の準備や、衛生管理上必要となる施設・設備の確認、必要書類の確認、各作業ごとの衛生管理のポイント等をチェックリストにしたものを配布し、給食開始までのスケジュールに合わせてチェックするよう指導している。
今後も、すでに民間委託を行っている支援学校の学校長を通じ、ご意見をお聞きしながら、必要な対応を行ってまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
府立支援学校における給食調理業務については、障がいの状況に応じた段階食や多様なメニューの提供が行えるよう調理時に集中的な人員配置を行うことなど柔軟な体制による運営により学校給食の充実を図るため民間委託を実施している。
府立支援学校の給食調理業務の民間委託化にあたっては、おいしさや安全面・安心面はもとより、委託業者に対して、衛生管理の徹底及び障がい者理解のための研修を十分に行い、安全かつ効果的な運営が図られるよう努めている。
現在、民間委託が行われている支援学校においても、学校からの要請に応じて適宜受託業者と話し合いの場をもつなど、学校給食の充実に努めている。

教職員の負担軽減に関する項目
債務不履行が生じた事業者に対する違約金請求や契約解除については、契約書で規定しているところであり、適切に対応してまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
教育活動に必要な教材費の経費を含む学校管理費については、従前から各学校のご意見も伺いながら、実情・実態に即した配分に努めてきた。
府の財政状況が依然厳しい中ではありますが、各校の教育活動が一層充実するよう、また、幼児児童生徒が安全・安心な学校生活を送ることができるよう、引き続き必要な予算額の確保に努めてまいる。

教職員の負担軽減に関する項目
生徒の教育活動の裏付けとなる教職員旅費は、従来から教育予算と位置付けし、厳しい財政状況の中、一定の予算措置がなされてきた。
旅費予算については、これまでから、各校の計画額をもとに必要額を確保し、予算配当してきた。
令和５年度の旅費予算につきましては、新型コロナウイルス感染症対策など諸般の事情等を考慮して、あらためて８月に提出いただきました旅費予算執行計画をもとに、下半期配当を行った。
今後、現在各校へ依頼（１２月２５日提出期限）している旅費予算執行状況調査をもとに追加配当等の再調整を行う予定としており、本調査後に生じた突発的な事態などにより、旅費が不足する場合には、個別に対応させていただく。
なお、管外出張等に伴う宿泊料については実費額で支給できるよう、検討してまいる。
府の財政は依然厳しい状況にあるが、今後とも引き続き、生徒の安全管理や学校運営に支障をきたさないよう、財源の確保に努めてまいる。
